
旭川市報道依頼 

各報道機関 様 

発表日 平成３０年７月１２日 

発信課 土木部公園みどり課 

担当者 濱本道生 

連絡先 

電 話（０１６６）２５－９７０５ 

ＦＡＸ（０１６６）２４－７０１０ 

E-mail:kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp 

分  類 イベント･行事  募集  契約･入札   会議･説明会   その他 

（該当する分類を囲むこと。） 

日  程   ７月１７日 ～ ８月１７日 

発表項目（行事名） 旭川市緑の審議会の委員を募集します 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

委員の任期切れに伴う改選 

審議内容：緑地の保全や緑化の推進に関する基本的な計画，その他重要な

事項について調査審議 

募集人員：３名（原則として男女各１名以上） 

任  期：委嘱の日（平成３０年９月を予定）から２年間 

応募資格：審議内容に関心のある方で，次のいずれにも該当する方 

     ①旭川市内に居住し，又は通勤通学している方 

     ②平成３０年９月１５日現在で満２０歳以上の方 

     ③原則として市の附属機関の委員又は懇談会等の参加者に就任

していない方 

     ④本市の市議会議員及び職員でない方 

応募方法：所定の応募用紙に必要事項を記入の上，持参，郵送，ファック

ス又は電子メールのいずれかの方法で御提出ください。 

募集期間：平成３０年７月１７日（火）から平成３０年８月１７日（金）

まで【必着】 

選考方法：応募用紙に書かれた「応募の動機」と小論文（旭川市における

『みどり』の今後の在り方）の内容を審査し，選考します。 

報  酬：会議１回の出席につき，日額７，７００円を支給します。 

     （所得税等を源泉徴収します。）             

そ の 他：応募の際に提出された書類は，返却いたしませんので御了承く

ださい。 

     審議会は，年数回程度，時間は平日の午前９時から午後８時  

３０分までの間で概ね２時間程度を予定しています。 

応募用紙提出先・問い合わせ先： 

  旭川市土木部公園みどり課管理緑化係 濱本 

  〒０７０－８５２５ 旭川市６条通１０丁目 第三庁舎２階 

  電話 ２５－９７０５  ＦＡＸ ２４－７０１０ 

  電子メール kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp 

添付資料 
有 ・ 無   

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

備  考 
 

 

mailto:kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp

